
（様式第１号）　　　　　

年度　指定管理者モニタリングチェック表

 
 
 
 
 

②
　
業
務
運
営
・
管
理

Ｂ Ｂ

人員配置計画,
組織図、出勤簿

研修
マニュアル

就業規則
出勤簿

実務

危機管理
マニュアル等

危機管理
マニュアル等

個人情報保護
マニュアル等

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

　労働法令の遵守や労働条件への配慮がなされているか

　避難経路の確保、事故防止策や従業員の訓練等が行
　われているか

　安全･衛生管理や危機管理に対するマニュアル等の整
　備など緊急事態への対策ができているか

　個人情報保護の規程を整備するとともに研修や運用等
　の適切な対応がなされているか

　労働法令の遵守や労働条件への配慮がなされているか

　人員配置の状況

　外部委託等の状況

　従業員の労働環境

　人材育成の状況

　防犯、防災に対す
　る態勢

　緊急事態に対する
　態勢

　個人情報の保護

　事業計画書の通り人員が配置されているか Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

　必要な資格や経験を有する人員が確保されているか

　事業計画書の通り従業員の指導育成及び研修が行わ
　れているか

利用者アンケート

日報,月報、
事業報告書

日報,月報
利用者アンケート

日報,月報、
事業報告書

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ①の総括

　施設の平等利用

　苦情・要望等への
　対応

　利用者満足度

　サービスの質の維
　持・向上への取組
　み

　受付・応対業務の
　実施状況

　自主事業の実施状
　況

　行事開催案内の時期は適切か

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

　ホームページは利用者にとって見易いか

　利用者に対する接客態度は全体として良いか

　利用者に対する指導・支援等は適切になされているか

　施設の設置目的に沿った自主事業を実施したか

　自主事業によって施設利用者は増加したか

　サービスの質の維持・向上に向けた具体的な取組みが
　あるか(自主事業の周知、接客態度、予約方法の工夫等)

　利用者アンケートは適切に実施されているか

　アンケート結果を施設の管理運営に反映しているか

年4月1日～令和

　施設（サービス）の
　利用状況

評価項目
指定管理者

評価

市

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

日報,月報、
事業報告書

日報、月報
アンケート

利用者アンケート

評価内容

所属

所属

指定期間評価期間

施設名

役職

役職

観光文化部文化課

牛深総合センター

4令和

　利用者数が前年度実績や目標を上回っているか

　施設の稼働率はどうか

　利用者の平等な利用が確保されているか

　苦情,要望等を施設の管理運営に反映しているか

　苦情数は減少しているか

4令和

指定管理者名牛深総合センター 一般社団法人天草市芸術文化協会

5 年3月31日

①
　
利
用
状
況
・
サ
ー

ビ
ス
の
質

指定管理業務は２期6年を終え笑顔、誠実、前進の理念を持って業務を進めて参りました。令和4年度に入っても、コ
ロナ感染の影響は長引いて、いま感染のスピードがややゆるく成りつつある状況でした。しかしながら、感染防止に
ついては神経を注ぐ事を、変わりなく続けておりました。入館者にはマスク及びアルコール消毒をお願いを引き続き行
い、また館内の消毒、各階の手すり等はアルコールにて拭き感染対策を行いました。お陰様で来館者及び、職員の
感染も未だありません。自主文化事業に関しましては、感染状況を踏まえたうえで、可能な限り実施できた事業、感
染防止のために延期をした事業もあったりと、事業展開が読めない中での不安は、多々ありましたが、「文化の火を
消さない」という意思でできる限り実施をいたしました。コロナ禍において、文化づくりの舵取の難しさはつくづく感じま
した。施設面においては清潔で安全な管理を行い、また、部屋の貸し出し、受付の接遇業務対応等は職員のスキル
を上げながら、初心を忘れずに進てまいりました。その、成果か利用者からの大きな苦情も少なく運営ができました。
ただ、予算面については減収という厳しい状況となりました。

氏名

氏名

二ノ宮　昇子

西嶋　龍一郎指定管理者担当者

市担当者

令和年3月31日5年4月1日～令和

確認資料等

自己評価
（指定管理
者が記載）

主任

所長

2
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事業報告書
（主に決算書）

日報,月報、
事業報告書
日報,月報、
事業報告書

総合評価 　①、②、③、④の総括による総合評価 Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

日報,月報、
事業報告書

日報,月報、
事業報告書

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

　財務指標の異常
　値、大きな前期比
　変化

　経費削減の取組み

　利益確保の取組み

　負債の変動

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

　利益の異常変化はないか（その理由は？）

　借入高の異常変化はないか（その理由は？）

　流動比率の異常変化はないか（その理由は？）

　収支状況が当初の目標を達成しているか（利用料金、
　委託料等の実績）

　自主事業の収支状況が当初の目標を達成しているか

　資産の変動

　指定管理業務の収
　支状況

　自主事業の収支状
　況

　予算執行

④
　
経
理
状
況
な
ど
経
済
性
・
効
率
性

④の総括

　収支予算書の範囲内で適正に予算を執行しているか

　経費削減の取組みが行われ、成果が表れているか

　適正な利益率を確保できているか

　資産の異常変化はないか（その理由は？）

　純資産の異常変化はないか（その理由は？）

　負債の異常変化はないか（その理由は？）

　売上高の異常変化はないか（その理由は？）

　費用･コストの異常変化はないか（その理由は？）

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

日報,月報、
点検報告書

日報,月報、
点検報告書

備品台帳、
実務

日報,月報
実務

日報,月報、
点検報告書

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

　仕様書等に基づき、警備業務を適切に行っているか

　避難経路には障害物がないか

③の総括

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ

　備品･什器等の点検保守を適切に行っているか

　備品･什器等の修繕を適切に行っているか

　駐車場・外構等の点検保守を適切に行っているか

　駐車場・外構等の修繕を適切に行っているか

　仕様書等に基づき、清掃業務を適切に行っているか

　全体的(駐車場含)に、見た目が清潔に保たれているか

　施設の点検保守を適切に行っているか

　施設の修繕を適切に行っているか

　消防設備の保守点検を適切に行っているか

　機械設備・電気設備等の保守点検を適切に行っているか

　設備等の修繕を適切に行っているか

　備品台帳に基づき、備品等を適切に管理･保管している
　か

②の総括

③
　
維
持
管
理

　施設建築物等の管
　理状況

　設備等の管理状況

　備品･什器等の管
　理状況

　外構等の管理状況

　清掃、警備業務の
　実施状況

保存文書
実務

Ｂ Ｂ
日報,月報

実務

Ｂ Ｂ

情報公開
マニュアル等

　文書管理について

　環境への配慮

　作成または受領した文書は適切に保管及び管理されて
　いるか

　環境に配慮した物品の購入、省エネの取組、リサイクル
　の推進等の対応を適切に行っているか

Ｂ Ｂ

　情報公開の規定状
　況

　情報公開の規程を整備するとともに研修や運用等の適
　切な対応がなされているか

Ｂ Ｂ
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※

※

Ａ（優　良）＝評価基準が全てＢ以上であり、かつＡが過半数以上である
Ｂ（良　好）＝評価基準が全てＣ以上であり、かつＢ以上が８割以上である
Ｃ（課題含）＝評価基準が全てＣ以上である
Ｄ（要改善）＝評価基準にＤが含まれている

Ａ（優　良）＝総括が全てＢ以上であり、かつＡが２つ以上ある
Ｂ（良　好）＝総括が全てＢ以上である
Ｃ（課題含）＝総括が全てＣ以上である
Ｄ（要改善）＝評価基準にＤが含まれている

※総合評価の理由

※特記事項（成果 ・ 課題等）

利用者数、利用料収入において、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、以前のレベルには
戻っていないものの、令和３年度に比べ、利用状況も徐々に回復しています。自主事業において
は、消毒・換気等の感染対策を徹底しつつも、熊本初のプロ女性歌劇団を招聘し新しい客層を
取り入れる公演をする等積極的に事業に取り組んでいる点について評価されます。以上の観点
や総括における評価から、良好（B評価）としました。

施設の管理・運営は、概ね協定書及び仕様書に沿った業務が行われています。
検討を要する事項としては、自主文化事業が活発に開催されており、来場者も満足度が高い一
方で、施設全体の利用数や稼働率がコロナ前の水準まで戻っていないため、施設の利用促進
について検討してください。改善を要する事項としては、押印もれや訂正印もれが複数見受けら
れたため、今後は漏れがないようにしてください。

総合評価の理由及び特記事項（成果・課題等）は市所管課が記載します。

評
価
区
分

評価基準

総括

総合評価

Ａ（優　良）＝協定書等を遵守し、その水準よりも優れた管理が行われた
Ｂ（良　好）＝協定書等を遵守し、その水準におおむね沿った管理が行われた
Ｃ（課題含）＝協定等をおおむね遵守しているが、一部に課題が残る内容であった
Ｄ（要改善）＝協定書等を遵守しておらず、改善が必要な内容であった

応募資格に抵触する事項がある場合または申告に虚偽があると判明した場合は、地方自治法第２４４
条の２第１１項及び天草市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第８条に基づき、指
定管理者としての指定の取消し、または期間を定めて管理運営業務の全部、または一部の停止を命じ
ることがあります。

指定管理者の応募資格に抵触する事項はないか
（指定管理者が記載）

無


